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様式第１号（第５条関係） 
会  議  概  要 

会 議 の 名 称 第４回久喜市教育振興基本計画策定委員会 
開 催 年 月 日 平成２９年５月１８日（木曜日） 
開始・終了時刻 午後１時３０分から午後３時５３分まで 
開 催 場 所 菖蒲コミュニティセンター ボランティアビューロー 
議 長 氏 名 西崎道喜委員長 
出席委員（者）氏名  久保たち子、萩原征而、板東恵子、平澤香、藤目裕久、鎌田充子、安田公紀、小山康弘、冨田伯枝、荒井靖光、狩野敬、佐々木伸世、

西崎道喜各委員 
欠席委員（者）氏名  内田京子、成田寿々子各委員 
説明者の職氏名 甲田教育総務課課長補佐兼総務係長 
事務局職員氏名 渋谷教育部長、野原教育部副部長、堀内参事兼指導課長、丸山参事兼中央公民館長、太田参事兼中央図書館長、野口教育総務課長、折

原学務課長、海老島生涯学習課長、堀内文化財保護課長、甲田教育

総務課課長補佐兼総務係長、小室教育総務課主事 
会 議 次 第 

○第４回久喜市教育振興基本計画策定委員会 
１ 開会 
２ あいさつ 
３ 議題 

  （１）第２期久喜市教育振興基本計画（案）について 
４ その他 
５ 閉会 

配 布 資 料 １ 次第 
２ 資料１ 第２期久喜市教育振興基本計画（案） 
３ 参考資料 「幼稚園教育要領、小・中学校学習指導要領等の改

訂のポイント」 
「今後の学習指導要領改訂スケジュール」 

会議の公開・非公開 公開 
傍 聴 人 数 ０人       
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様式第２号（第５条関係） 
審 議 会 等 会 議 録 

発言者 会議のてん末・概要 
教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。定刻となりましたので、ただ今から、第

４回久喜市教育振興基本計画策定委員会を開催させていただき

ます。 

 私は、司会を務めさせていただきます、教育総務課長の野口と

申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 開催に先立ちまして、４月１日の人事異動に伴いまして、教育

委員会事務局の職員が新しく変わりましたので、ここで自己紹介

をさせていただきます。 

 

〔事務局職員 自己紹介〕 

 

 出席委員につきましてご報告申し上げます。 

 本日は、内田委員、成田委員から、ご都合により欠席のご連絡

をいただいてございます。また、鎌田委員より、少し遅れる旨の

ご連絡をいただいておりますので、委員 15名中、出席者 12名、

欠席者２名、お見えになっていない方１名となってございます。 

 従いまして、久喜市教育振興基本計画策定委員会条例第７条第

２項の規定により、委員の出席者が過半数を超えておりますの

で、本会議が成立していることをご報告申し上げます。 

 また、本日の傍聴者はおりません。 

 それでは、会議の開会にあたりまして、西崎委員長よりご挨拶

をいただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

 

〔西崎委員長 あいさつ〕 

 

 ありがとうございました。 

 それでは、次第３の議題に入らせていただきます。 

 議事の進行につきましては、策定委員会条例第７条第１項に、

委員長が議長を務めることと規定してございますことから、西崎

委員長にお願いしたいと思います。 

西崎委員長、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 それでは早速ではございますが、皆さまのご協力によりまし

て、会議をスムーズに進めてまいりたいと思いますので、どうぞ

ご協力よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の議題でございますが、お手元の次第にござい

ますとおり、１件でございます。 

 議題（１）「第２期久喜市教育振興基本計画（案）」についてで

ございますので、事務局から説明をお願いできればと思います。 
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様式第２号（第５条関係） 
審 議 会 等 会 議 録 

発言者 会議のてん末・概要 
事務局（教育総務課

課長補佐兼総務係

長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 はい。それでは、ご説明させていただく前に、事前に送付させ

ていただきました、本日の資料について、確認させていただきま

す。 

本日の資料は、１つ目といたしまして「会議次第」、２つ目とい

たしまして「資料１『第２期久喜市教育振興基本計画（案）』」と

書かれた冊子でございます。それと、参考資料として同封させて

いただきました、「『幼稚園教育要領、小・中学校学習指導要領等

の改訂のポイント』と『今後の学習指導要領改訂スケジュール』」

の３点を配布させていただいてございます。 

 資料に不足等はございませんでしょうか。 

それでは、「第２期久喜市教育振興基本計画（案）」について、ご

説明させていただきます。 

失礼して着座にて説明させていただきます。 

 それでは、資料１をご覧ください。 

まず、はじめに、資料の訂正をお願いしたいと思います。 

資料の 23 ページをお開きください。上から７行目から８行目に

かけて、「必要な見直し行い」とございますが、「見直し」と「行

い」の間に、「を」の追記をお願いします。 

次に、49ページをお開きいただきたいと思います。上から３行目

に、「を向上し、」とございますが、不要な文言ですので削除をお

願いいたします。 

続きまして、53 ページをお願いいたします。上から５行目の

（３）と（４）につきまして、全文の削除をお願いいたします。 

続きまして、78ページをお願いいたします。下から８行目に、「幼

少期」とございますが、こちらを「乳幼児期」に訂正をお願いい

たします。 

 それでは、説明に入らせていただきます。 

詳細な説明につきましては、資料を事前に配布させて頂いてお

りますこと、また、時間の関係もございますことから、資料の概

略についての説明とさせていただきます。 

ただ今ご覧いただいている資料１につきましては、「第１章」

から「第３章」と「資料編」の一部をまとめたものとなってござ

いまして、現時点における「本計画（案）」のほぼ全てを掲載し

たものとなってございます。 

資料の内容についてでございますが、表紙の凡例にもございます

とおり、１ページ以降の「第１章 総論」につきましては、１月

31 日開催の第２回策定委員会においてご審議いただいた内容と

の比較で、修正等がある箇所を赤字及び下線で明示してございま

す。 

29 ページ以降の「第２章 施策の展開」につきましては、３月



― 4 ―  

様式第２号（第５条関係） 
審 議 会 等 会 議 録 

発言者 会議のてん末・概要 
事務局（教育総務課

課長補佐兼総務係

長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 日開催の第３回策定委員会においてご審議いただいた内容と

の比較で、修正等がある箇所を赤字及び下線で明示してございま

す。 

95 ページの「第３章 計画の推進について」につきましては、

今回初めてご審議いただくところでございますが、第１期計画の

内容との比較で、修正等がある箇所を赤字及び下線で明示してご

ざいます。 

また、97ページ以降の「資料編」についてでございます。こち

らも、今回初めてご審議いただくわけでございますが、第１期計

画の内容との比較で、修正等がある箇所を赤字及び下線で明示し

てございます。 

また、「資料編」につきましては、目次にもございますとおり、

４の「計画策定経過」と、５の「アンケート調査概要」が、本資

料には掲載してございませんが、第１期計画と同様の内容で掲載

したいと考えてございます。 

今回の修正等につきましては、前回までのご審議でいただいた

ご意見や、同時並行で策定作業が進んでおります久喜市総合振興

計画の後期基本計画との整合性、それらを踏まえて再度検討した

ものとなってございます。結果として、修正等の箇所が多くなっ

てございます。 

また、久喜市総合振興計画につきましても、まだ確定したもの

ではないことから、今後も見直しが必要となることもあろうかと

思いますが、その点ご理解いただきますようお願いいたします。 

 以上が、「第２期久喜市教育振興基本計画（案）」の資料の概略

説明となります。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

〔鎌田委員 入室〕 

 

 はい。事前に資料をお渡しいたしましたので、中身を読んでい

ただいていると思います。今、事務局から説明がありましたよう

に、第２回と第３回にご意見をいただいたものについての修正、

それから今回、新たに出てまいりました「計画の推進」、「資料編」

が新たに追加されていますけれども、たくさんありますので、い

くつかに分けてご意見をいただければと思います。 

 最初に、「第１章 総論」のところ、１ページの「はじめに」

というところから、３ページの「４ 教育を取り巻く社会の動向」

の部分までで何かご意見はありますか。 

 これは最初からあったものですので、字句等の修正が部分的に

入っております。それから、人口の推移で平成 29 年度のものが
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様式第２号（第５条関係） 
審 議 会 等 会 議 録 

発言者 会議のてん末・概要 
議長（西崎委員長） 

 

 

冨田委員 

 

 

 

 

 

事務局（教育総務課

課長補佐兼総務係

長） 

 

 

 

 

 

冨田委員 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

 

冨田委員 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

 

 

冨田委員 

 

 

 

入っております。 

 はい、冨田委員。 

 

 はい。総論の中にあるかわからないのですけれども、前回の第

１期の基本計画の冊子の中には、後ろのほうにある資料編の文言

についてそれぞれ米印が付いていたのですが、資料編の用語に関

するところに印が無かったのですが、冊子の時点では印が付くの

でしょうか。 

 

 はい。まだ内容を詰めている段階で、変更が生じる可能性があ

ることと、レイアウトについて文字の大小によるページ数の圧縮

や、見やすさを踏まえて、見直しが出てくる場所もございます。

また、委員の皆さまから、この文言についても解説が必要だとい

うご意見をいただけましたならば、最終的に精査をいたしまし

て、第１期と同様に米印等を表記して相対で見れるようにしてい

きたいと思います。 

 

 はい、ありがとうございます。 

 

 よろしいでしょうか。ほかにどうですか。 

 よろしければ、次に進みたいと思いますが。 

 

〔「はい」と言う人あり〕 

 

 続いて、５ページから 13 ページの基本目標３までで、何かご

ざいますか。 

 はい、冨田委員。 

 

 はい。５ページの３行目ですが、「久喜の人づくりの」の「の」

が１つ多いのではないかなと思います。 

 

 はい。文字の修正ということですので、「の」の部分の削除を

お願いします。 

 ほかにありますか。 

 はい、冨田委員。 

 

 はい。10ページなのですが、４行目の「ＩＣＴ機器を活用した

りして」の部分で、「したりして」という言葉が気になりますが、

どうでしょうか。「たり」というものが必要無いような気もする

のですが。 
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様式第２号（第５条関係） 
審 議 会 等 会 議 録 

発言者 会議のてん末・概要 
 

議長（西崎委員長） 

 

 

 

冨田委員 

 

久保委員 

 

冨田委員 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

久保委員 

 

議長（西崎委員長） 

 

冨田委員 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

平澤委員 

 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

参事兼指導課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これは、「市教育員会による研究委員会を充実させたり」と「活

用したり」が繋がるという意味であるのかなという気もします

が、どうでしょうか。 

 

 ありがとうございます。 

 

 内容的には、これで合っていると思いますけどね。 

 

 「したりして」というのに引っ掛かってしまいました。ありが

とうございます。 

 

 これは、このままでよろしいですか。 

 

 「～したり、～したり」ということなのかなと思いますね。 

 

 では、このままでよろしいですか。 

 

 はい、大丈夫です。 

 

 もし無ければ、次に進みたいと思いますが。 

 はい、平澤委員。 

 

 はい。この目標のところで、よくわからない部分があったので

確認なのですが、今回の学習指導要領の中でも「社会に開かれた

教育課程を重視」ということが出ているのですが、その辺はどこ

で扱われているのか、取り上げられているのかということを質問

させていただきます。 

 

 これは施策のところで出ていますか。 

 

 はい。今ご指摘いただきましたように、今回の学習指導要領の

目玉として、今までは学校内で完結していたものを、これからは

地域社会と連携・協働を図りながら、教育活動を進めていくとい

う意味での「社会に開かれた教育課程」というのは非常にキーワ

ードですし、大事な文言であると、こちらも捉えております。 

ただ、冊子の中に、この文言が出てこないのは、散りばめられ

ていると言いますか、特に今年度から正式に始まりましたコミュ

ニティ・スクールと関わってくるものですから、敢えてその文言

は市民の方にもわかりやすい文言にということで外したので、そ
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様式第２号（第５条関係） 
審 議 会 等 会 議 録 

発言者 会議のてん末・概要 
参事兼指導課長 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

 

 

 

平澤委員 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

 

鎌田委員 

 

 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

板東委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

 

のようにお読み取りいただければと思います。 

 

 この後の施策のところに、コミュニティ・スクールとか、いろ

いろな内容が久喜市との関わりとして具体的に表現されている

ということで、敢えてこちらでは、この文言は触れていないとい

うことです。 

 平澤委員、よろしいですか。 

 

 はい。もし後半の施策の部分であるのでしたら、どこかで表現

しておいたほうが良いのではないかというのが、私の考えです。 

 

 入れるとしたら、どの項目になりますかね。「幼児教育」では

ないですよね。「信頼される学校」ですかね。 

 はい、鎌田委員。 

 

 はい。「総合的な人間力」というのはまさに「社会に開かれた

教育課程」で、子どもたちの目指しているものですので、入れる

とすれば、基本目標２の「『総合的な人間力』を育成する学校教

育の充実」という部分に関わってくると思います。「社会に開か

れた教育課程」ですので、学校で行うものですから、その部分に

なろうかと思います。 

 

 はい、板東委員。 

 

 はい。今回の改訂で大きな目玉になるのですよね。社会と地域

と学校とで教育課程を共有していくというようなことは遅れて

はいけないなと、この配布していただいた資料を読み解きながら

感じました。 

その大きなことで根っこの部分では繋がってくる部分がたく

さんあるのですけれども、やはり施策の「学ぶ意欲と確かな学力

をはぐくむ教育の充実」の中に、「教育課程」の文言がどこかに

入ると現実的になるかなと思います。特に、「主体的・対話的で

深い学びの実現に向けた」とありますが、その辺にも繋がってく

るのではないかと考えております。どこかに入ってくれればあり

がたいなと思っております。 

 

 はい。目標２の「学校教育の充実」の部分で、総合的な人間力

を育成するためには、家庭や地域と連携を図った教育課程の編

成、カリキュラムの編成というのが、どこかに書いてあればよろ

しいのではということですが。 
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様式第２号（第５条関係） 
審 議 会 等 会 議 録 

発言者 会議のてん末・概要 
 

参事兼指導課長 

 

 

 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

萩原委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 はい。先ほども少し申し上げましたが、例えば、10ページのと

ころに、「さらに、コミュニティ・スクールを基盤に、」から「向

上を図る必要があります。」ということが書いてあるのですが、

ここに書き込んだつもりではあったのですが、もし委員の皆さま

から、やはりそれがキーワードであるので、記載したほうが良い

ということであるようでしたら、こちらで検討させていただきた

いと思います。 

 

 委員の皆さまの要望として、ただ今お話しいただきました「コ

ミュニティ・スクールを基盤に」というところに、「社会に開か

れた教育課程」という文言が入れられるのであれば、入れたらど

うかということですね。 

 この点については、もう一度 10 ページあたりを見直していた

だければと思います。 

 ほかにございますか。 

はい、萩原委員。 

 

 今の話の中に出ておりました、コミュニティ・スクールなので

すけれども、私が資料の中で見落としているのかもしれません

が、例えば 41ページのところに、「コミュニティ・スクールとし

て、家庭、地域と連携し」とか、あるいは、46ページのところの

「コミュニティ・スクールを基盤に、家庭や地域と連携し」とい

うような扱いになっているのですが、勉強不足なのですけれど

も、コミュニティ・スクールというのは、もっと大きなものなの

かなと。 

学校評議員の委員会と違って、かなりコミュニティ・スクール

の運営協議会は意見が強く言えるような印象を持っているので

すけれども、その扱いというのは今言ったような地域社会との連

携という程度なのか、それとも学校運営協議会の中のかなり大き

な部分に表現として入れていくのか、その辺をちょっとお聞きし

たいなと思いました。 

 

 はい。資料編の 100ページに、コミュニティ・スクールの説明

が出ておりますが、「学校運営協議会が設置された学校で、学校

と保護者や地域の皆さんがともに知恵を出し合い、学校運営に意

見を反映させることで、協働しながら子どもたちの豊かな成長を

支え『地域とともにある学校づくり』を進める仕組み。」とあり

ます。 

 ですから、萩原委員さんがおっしゃったように、学校運営協議
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安田副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会とは少し幅広い捉え方をしていますね。この言葉についてはよ

ろしいでしょうかね。後ろの「資料編」を見ていただくと、内容

が理解できるかと思います。 

 ほかにございますか。 

 はい、安田副委員長。 

 

 はい。私からは、具体的にここを修正してほしいということで

はないのですが、イメージ的なものとして、先ほどもありました

ように、「社会に開かれた教育課程」というものについて、指導

課長さんから、コミュニティ・スクールの部分に含まれていると

いう説明があったのですけれども、10ページでは、文章が「さら

に」「さらに」という言葉で、全部で４つくらいあって、細かな

ことでいろいろな具体的なことが示してあるのですが、「社会に

開かれた教育課程」というもののイメージは、こういったちょっ

とした部分に入るのではないのではないかなと思います。 

 もっと大きいテーマですよね。学習指導要領の前文のところに

もあるのですけれども、要するに「より良い学校教育を通して、

より良い社会を作る」という理念を、学校と社会が共有して、そ

れぞれの学校においては、これこれこういったことを学ぶといっ

たことが書いてあって、その実現のために、「社会に開かれた教

育課程を」ということになっていますので、文章の一部分に入っ

てくる文言ではないのではないのかなというのが１つのイメー

ジとしてあります。 

 あと、萩原委員さんからあったのですが、コミュニティ・スク

ールという文言も、埼玉県で唯一、一番初めに全小中学校がコミ

ュニティ・スクールになったという目標、理念からすると、ここ

にあるように、「コミュニティ・スクールを基盤に」という文言

だけで良いのかなというようなイメージだと思うのですよね。コ

ミュニティ・スクールというものを目指して、その「社会に開か

れた教育課程」も含めながら、やはり目指すものがあるから、久

喜市は先導して埼玉県で唯一、一番初めにそのようになったとい

うように、目指すところがあったと思うのですよね。そして、今

はスタートしたばかりですので、次期の教育振興基本計画の中に

は、やはりコミュニティ・スクールの理想とする理念みたいなも

のの部分の目指すところというのが、例えば、今後の課題の部分

に入って、具体的な項目はこのような形で良いのではないかなと

思うので、ぜひ希望といいますか、感覚からすると、コミュニテ

ィ・スクールというような部分を進めていくということと、「社

会に開かれた教育課程」という部分が、若干、理念的なものもあ

るのですけれども、そういう方向で久喜市は進めていきますよと
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安田副委員長 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平澤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参事兼指導課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いうことを、別項目でしっかり触れていただくというのが良いの

ではないかなと。 

 今まで聞いてますと、そのような感じかなと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

 はい。目標２の今後の課題ですかね。これから目指すことです

からね。今後の課題の頭の部分に、その文言を入れると、以下の

ものを、学ぶ意欲とか、学力とか、道徳とか、コミュニティ・ス

クールとかが出てくるような表現にしたらよろしいのかなとい

うのが、今までの皆さんのご意見かと思います。 

やはり今後の課題というのが、新しい学習指導要領が目指すも

のは頭に置いたほうが良いのではないかと。その学習指導要領と

ともに、久喜市が取り組んでいる内容とあわせて具体的なものを

今後の課題で表記していくと、そのように考えたらどうかという

ことですが、この件はよろしいですか。少し修正をしていただく

ということで。 

 ほかにありますか。 

 はい、平澤委員。 

 

 はい。今の話に関わるかと思うのですが、コミュニティ・スク

ールのことが、我々にはまだはっきり見えないところがあるもの

ですから、地教行法の 47 条の５で言うコミュニティ・スクール

なのか、それとも久喜市独特で進める新しい取り組みなのか、そ

の辺が明確でないと、この教育振興基本計画を市民だけでなく

て、他の地域の人、あるいはいろいろな人が見ると思うのですけ

れども、誤解がないようにしたほうが良いのかなと思います。 

 そうしますと、100 ページの解説、言葉の説明が、これで良い

のかという問題が出てくるのではないかと思います。 

 

 今いただいたご意見につきまして、特にコミュニティ・スクー

ルと、「社会に開かれた教育課程」につきましては、もう少し前

面に打ち出して、頭に持っていきたいなと思います。 

それから、コミュニティ・スクールに関しましては、今お話し

がありましたけれども、久喜市におきましても基本的には国の地

教行法に基づきました形と同じものを指定しております。基本的

には、学校評議委員会というのは校長の学校経営方針の諮問に基

づいて委員さんが意見を出す形なのですけれども、今回は、校長

は委員の１人ですので、会長を中心に、それぞれの学校をどうや

って経営するのか、子どもたちにどんな力を付けさせるのか、と

いう形で運営していくのが久喜市のスタイルだと捉えておりま
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議長（西崎委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

参事兼指導課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

参事兼指導課長 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

佐々木委員 

 

 

 

 

す。 

その中で、教育課程に関しましても、教育課程というのは、学

習内容・方法も含めますし、時間割などの全部を含めての内容と

なりますので、学校経営の基盤となるものですから、これに関し

ても校長が経営方針を述べますので、それに対して、こうしたほ

うがもっと子どもたちの力が付くのではないかとか、こういう授

業を取り入れたほうが良いのではないかというご意見を伺える

場としていきたいと思っています。 

 

 はい。97ページを見ていただけますか。ここに、学校運営協議

会の用語解説がありますが、「保護者や地域住民などから構成さ

れ、学校運営の基本方針を承認する、教育活動などについて意見

を述べるといった機関。学校運営協議会を設置した学校をコミュ

ニティ・スクールという。」というのと、100ページのコミュニテ

ィ・スクールというのは、「地域とともにある学校づくり」とい

うことで、いくらかニュアンスは違うのですよね。 

 

 はい。文科省からもいろいろな資料やパンフレットが出ている

のですけれども、文科省の資料の中でもこのような表現の仕方と

なっているところでございます。 

 実際に、コミュニティ・スクールができるときに、新しい学校

ができるのですかといった質問もあったくらいですけれども、基

本的には各学校で学校運営協議会を置いたところをコミュニテ

ィ・スクールと呼ぶわけでして、少しややこしくて、横文字を敢

えて使わなくても学校運営協議会が設置された学校という形で

捉えていただければありがたいなと思います。 

 

 そうなりますと、表現はこのまま使っていきますか。コミュニ

ティ・スクールという表現は。 

 

 そのつもりでおりましたが、もし何か混乱するようなことがあ

れば、再考したいと思っております。 

 

 はい、佐々木委員。 

 

 100 ページの表現という意味ですよね。やはり文科省の冊子に

あるのをそのままお書きになっているものをどうするのかとい

うことですよね。よく熟考しないと難しいだろうなと思います

し、今始まったばかりで、今後のことは今模索している段階で、

今後どのようにして久喜市としての独自性を出すのか、あるいは
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佐々木委員 

 

 

 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

藤目委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参事兼指導課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

安田副委員長 

 

 

 

 

 

 

校区によっても違うと思いますので、今の段階で全貌を書くのは

難しいのではないかと考えます。 

 先ほど、安田副委員長さんがおっしゃったように、この中で、

少しわかりやすくして、コミュニティ・スクールというのがいき

なり出てきても、関わっていない一般の市民の方々にはわかりづ

らいかもしれないということを考慮していただけたらと思いま

す。 

 

 この現状のままでいきますか。 

はい、藤目委員。 

 

 これは文科省のほうからこういうふうに出てますということ

ですが、これは文科省の裏側にある、当然、文科省のほうでも、

こういう２通りの表現をしたかったのは、何かあるのでしょう

か。それは、事務局としてはお解かりなのでしょうか。 

 作っていく上で、通常はこういうことは無いと思うのですけれ

ども、表現として片方は１つのものですよ、片方は別のものです

と認識の取れるような文章になっているわけですよね。そこのと

ころで、同じものだとは読み取れないのですよね。何か意図があ

ってのことなのか、そこを事務局にお伺いしたいのですけれど

も。 

 

 今のご質問ですが、このような違いの意図というものは把握し

てございませんが、最初はコミュニティ・スクールというものが

前面に出てきておりましたが、誤解が生じて、もう１回、この学

校運営協議会という説明が入ってきたということで、順番からい

くとその順番なのですけれども、今皆さまがおっしゃるように、

もう少し統一する部分があったほうが良いというのであれば、こ

れは書き換えることは十分可能ですので、あるいは２つの文言が

あって、同じ内容を書くのがよろしいのかどうか。 

 

 はい、安田副委員長。 

 

 はい。学校運営協議会というのは、地教行法の言葉で入ってい

るわけですよね。ですから、法律上のところで、その言葉が出て

きて、学校運営協議会は、校長にこういう権限ができるとか、任

用ができるとか、委員会にも意見を述べることができるというこ

とで、地教行法の中ではそういったのが学校運営協議会というこ

とになっています。 

確か、コミュニティ・スクールというものは法律の中に言葉と
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安田副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

藤目委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

平澤委員 

 

 

 

してありましたかね。無いですよね。学校運営協議会というのが、

法律の中で出てきた言葉であって、実際には、その中で私たちが

目指すのが、コミュニティ・スクールというものが、また文科省

がこういう学校ですよということで、言っているのだと思うので

すよね。 

 ですから、私はこのままで良いのではないかと思うのですけれ

ども。決して一緒にならなくても良いのではないかと思います

ね。 

 

 はい、藤目委員。 

 

 懸念しているのは、こういう 97 ページと 100 ページの文章を

読んだときに、別のものだという認識はありますよね、これは私

だけでしょうか。 

 学校運営協議会を設置した学校、イコール、コミュニティ・ス

クールであると言っているわけですよね。もう一方はそうでなく

て、「学校運営協議会が設置された学校で」とありますが、私な

どの感覚ですと、別に見えてしまうのですよね。学校評議員の委

員会は校長先生が集めるということですけれども、コミュニテ

ィ・スクールは確か別だということですよね。一緒ですか、校長

が集めるのですか。違いますよね。 

だとするならば、この文言はこれで良いのですけれども、別の

ものという認識を取られる方も中には居られるかなと、そういう

懸念があるわけです。やはりこういう文言というのは、市民から

見ると、わかりやすい文言が一番良いわけで、同じ文言でも別々

のものというのを読み解くのは非常に難しいと思うのですよね。 

ですから、今先生がおっしゃっているようなことも大事だと思

うのですけれども、この計画というのは我々のものではなくて市

民のものですから、そういった方々が見たときにどう思われるか

ということも認識しながら、文言の整理をしていくべきではない

かなと思います。 

勉強不足で申し訳ないのですけれども、そういう感覚を持ちま

したので。 

 

 はい、平澤委員。 

 

 今議論の対象となっているコミュニティ・スクールもそうです

が、外国語をそのまま使うことによる問題があります。この後に

もあるのですが、やはり外国語の場合、日本語を括弧書きで書い

ておいたほうが良いと思います。文部科学省のほうでも、コミュ
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平澤委員 

 

 

 

 

 

 

小山委員 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

狩野委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

佐々木委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニティ・スクールと最初は言いましたけれども、今はどこでも括

弧を付けて、「コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）」

と括弧付けで解説しています。用語解説をするのであれば、今、

文科省が出しているように「コミュニティ・スクール（学校運営

協議会制度）」ということで、用語解説を作ったほうが、まだ間

違いや誤解が少ないと思うのですが。 

 

 学校運営協議会制度の中に、コミュニティ・スクールがあると

いうことで、大体同じものですかね。 

 

 はい、狩野委員。 

 

 はい。保護者の立場として、自分も勉強不足で申し訳ないので

すけれども、普通に素人として見たときに、コミュニティ・スク

ールというのは今までの学校評議員よりももっと密なものとい

う意味合いで捉えていたのですけれども、この表現からすると、

学校運営協議会の解説の中、イコール、コミュニティ・スクール

はイコールでないと、まずいのではないかという意味に自分は捉

えたのですけれども、でも自分の認識としては全然別なものであ

って、コミュニティ・スクールというものは、例えば、国からの

コミュニティ・スクールとはというものが仮にあったとしても、

それは久喜市として、今この中で決めていることは久喜市のこと

ではないですか、久喜市独自のコミュニティ・スクールを目指す

ところを含めてのコミュニティ・スクールであったならば、例え

ばコミュニティ・スクールの意味合いは文科省の意味合いと同じ

で良いと思うのですけれども、イコールと思わせてしまうのが本

当に良くないとは思います。 

 

 はい、佐々木委員。 

 

 はい。つまり学校運営協議会というものは、コミュニティ・ス

クールあっての学校運営協議会であり、今までの学校評議員と

か、学校応援団とか、それとは別物であるので、もしその混同を

避けるのであれば、１案としてですが、この用語解説のコミュニ

ティ・スクールの説明の後に括弧書きで、「学校運営協議会とは」

として、カ行のところを削除すると、学校運営協議会というもの

はコミュニティ・スクールの関連なのだということがわかりやす

くはないでしょうか。 

 ほかに学校運営協議会というのはあるのでしょうかね。無いで

すよね。 
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参事兼指導課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤目委員 

 

 

 

 

 

 

参事兼指導課長 

 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

 

 もう１回確認ですが、学校運営協議会というのは「話し合う会」

なのです。10名の委員で構成されている会議の１つなのです。そ

して、この会議を開くようになる学校の仕組みをコミュニティ・

スクールと呼んでいるだけで、「会」なのですよね。委員を 10名

委嘱しますし、その前にそれぞれの学校をコミュニティ・スクー

ルとして指定しますということで、指定書を渡しています。そち

らの学校はコミュニティ・スクールとして学校運営協議会を置い

て会議を進めてくださいという形なので、「会」があって、この

会を置く、その仕組みのある学校をコミュニティ・スクールと呼

んでいるのであって、イコールと言えばイコールですし、会議と

仕組みは同じではないかなと思って、敢えてここでは別に書いた

のですけれども。 

 

 はい。100 ページのところにあるように「地域とともにある学

校づくり」のことをコミュニティ・スクールと言いますよね。片

方は、「協議会を設置した学校を」ということになっていますの

で、ここが少し違うのですよね。 

 特色のある学校づくりということで全体の仕組みをコミュニ

ティ・スクールと言うのですよ。その中に、そういうことを考え

るのが学校運営協議会として組織があるのですよ。 

 それが、一般の人に読み解けるかということですけれども。 

 はい、藤目委員。 

 

 はい。そこのところですよね。一般の方にとっては、別物とい

うふうに認識してしまうということが不安だなというところが

ございますので、今おっしゃったように、イコールでないという

ことで、もう少し工夫した書き方をして、共通のものとして、違

うものというイメージで捉えないようにしていただけたらと思

います。 

 

 はい。今のご意見のように、私どもは担当していますので、何

となくわかっているつもりでおりますが、やはり初めて読まれた

方とか、よくご承知でない方とかも大勢いらっしゃるかと思いま

すので、もう少しこの表現の仕方について検討していきたいと思

います。 

 

 はい。大分時間が掛かりましたけれども、そこの表現の仕方は

難しいですね。やはり市民の方にもわかる内容ということで、表

現を検討していかなければならないことかもしれません。これ
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審 議 会 等 会 議 録 

発言者 会議のてん末・概要 
議長（西崎委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

佐々木委員 

 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

事務局（教育総務課

課長補佐兼総務係

長） 

 

 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

 

平澤委員 

 

 

 

文化財保護課長 

 

 

平澤委員 

 

 

は、もう少し時間を掛けて、事務局のほうで考えていただければ

と思います。 

 ほかにございますか。 

 無ければ次に行きたいと思います。 

 14ページの目標４から 21、22ページの目標７までで、ご意見

を伺いたいと思います。 

 はい、佐々木委員。 

 

 はい。今回いろいろと文言を統一していただいて大変であった

だろうなと思うのですけれども、単に変換ミスだと思うのです

が、20 ページの「文化財の活用」のところで、「市の広報誌」の

「誌」は「紙」のほうでよかったですよね。後からもう１箇所確

か出てきたと思うのですが。 

 

 「市の広報誌」はこの「誌」か「紙」かということですが、事

務局はどうですか。 

 

 はい。ご指摘ありがとうございます。こちらは変換ミスで、雑

誌の「誌」でなくて、「紙」が正しいものでございます。ただ、

ほかにも、広報紙のことを「広報くき」と表現しているところも

ございます。「広報紙」だけでなく「取り組み」や、学校を指す

言葉を「各学校」や「小中学校」と言うなど、そういったところ

の用語の統一が図られていないところでございます。こちらにつ

きましては、ご指摘いただいている内容も含めまして、再度点検

して統一できるものは統一していこうと考えております。 

 

 用語の統一ということでお願いしたいと思います。 

 ほかにありますか。 

 はい、平澤委員。 

 

 はい。「文化財の活用」のところなのですが、久喜市には公文

書館というところがあって、そこでも時々、企画展なども行われ

ているのですが、あれはこの文化財の中には入らないのですか。 

 

 はい。公文書館は市長部局の課になりますので、この計画には

入ってございません。 

 

 では、首長部局のものは入れないということでやっているとい

うことですね。 
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審 議 会 等 会 議 録 

発言者 会議のてん末・概要 
議長（西崎委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鎌田委員 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

事務局（教育総務課

課長補佐兼総務係

長） 

 

 

 

 ほかにございますか。 

 それでは、次に進めさせていただきます。 

 23 ページの「計画の基本的な考え方」の部分で、「基本理念」

から 26 ページの「施策の体系」までの内容について、いかがで

しょうか。 

 

〔発言する人なし〕 

 

 よろしいでしょうか。 

 ところで、久喜市の教育は一言で言うと何でしょうかね。こう

いうのをやっているのだという、何かスローガン的な簡単な言葉

というのは、前回の第１期のときにも意見が出ていたのですけれ

ども、久喜の教育は一言で言ったら何ということが出たのですけ

れども、上手い言葉が見つからなくて、こういう表現になったの

ですけれども、久喜市の教育の特色が見える言葉が欲しいなとい

うのがあるわけですが、久喜市の教育はこうだよというものが一

言で言える教育の在り方、埼玉県では、現職の先生方、今は『絆』

ですか。 

 

 『生きる力を育て絆を深める埼玉教育』です。 

 

 そういう簡単な文言で言えるものがあると、この『未来をひら

く 心豊かな久喜の人づくり』は、総合振興計画の目標ですか、

久喜市の目標ですか。 

 市の総合振興計画には、この文言は入っていますか。 

 

 はい。総合振興計画では、街づくりのスローガンとして、『豊

な未来を創造する 個性輝く文化田園都市 人と愛 水と緑 

市民主役のまち』というのがありますが、先ほどの言葉は載って

おりません。 

 

 総合振興振興計画といくらか似ているのですけれども、こうい

う文言ではないのですね。 

 

 はい。今、教育総務課長から申し上げたのは、市全体のスロー

ガンでございまして、総合振興計画の中でも教育分野につきまし

ては、『心豊かな人材を育み郷土の歴史文化を大切にするまち』

というものが掲げられております。その下に、幼児教育とか、学

校教育という形でカテゴリー分けされております。 

 従いまして、この『未来をひらく 心豊かな久喜の人づくり』
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審 議 会 等 会 議 録 

発言者 会議のてん末・概要 
事務局（教育総務課

課長補佐兼総務係

長） 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

 

 

 

 

冨田委員 

 

 

 

 

 

学務課長 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

佐々木委員 

 

 

 

 

 

というのは、教育行政の１つのスローガンとして捉えてよろしい

かと思います。 

 

 

 市の総合振興計画の文言に出来るだけ合わせた表現方法とい

うことで、この基本理念を言葉にして、達成するためには、基本

方針としてこの３つの柱を立てたという解釈ですね。 

 よろしいですか。この辺のところにつきましては、市全体の動

きからすると大変難しいところがありますので、特に無ければこ

の内容で進めるということです。 

 ほかにありますでしょうか。よろしいですか。 

 

〔発言する人なし〕 

 

 無いようでしたら、続いて第２章の「施策の展開」について、

これもボリュームがありますので、目標ごとに見ていきたいと思

いますが、29ページから 36ページまでの基本目標１「人間形成

の基礎を培う幼児教育の充実」について、ご意見はありますでし

ょうか。 

 はい、冨田委員。 

 

 はい。31ページで、施策の２の中の「施策の方向性」のところ

で、「滑らかな」を「円滑な」に表現を変えられたと思うのです

けれども、その下の「２ 教員間の連携強化」のところは「滑ら

かな接続」となっているのですが、こちらはこのままで良いので

しょうか。 

 

 はい。委員さんのご指摘のとおり、下の部分も「円滑な」とい

うことで訂正をさせていただければと思います。よろしくお願い

いたします。 

 

 はい。修正をお願いします。 

 はい、佐々木委員。 

 

 33ページの「現状と課題」のところで、前回のときも少し疑問

に感じたのですけれども、３つ目の「保育参加や保育ボランティ

アの機会を設け」の「保育ボランティア」というのは保護者を保

育ボランティアとして迎えるというふうに解釈してよろしいの

でしょうか。 

 保育を入れてしまうと、単に「ボランティア」なら良いのでし
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様式第２号（第５条関係） 
審 議 会 等 会 議 録 

発言者 会議のてん末・概要 
佐々木委員 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

佐々木委員 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

 

学務課長 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

狩野委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学務課長 

 

 

 

狩野委員 

 

 

 

  

ょうけれども、ボランティアが保育するのかなという疑問がある

と思いますので、どうなのでしょうか。 

 

 はい。「保育参加や保育ボランティア」ということですね。 

 

 はい。問題なければよろしいのですが。 

 

 「保育参加」と「保育ボランティア」ですよね。区別はどうつ

けるのかということですが、ボランティアは何かお手伝いするの

かということですよね。 

 

 いろいろな園の運営の中で、保護者の方のお力添えをいただき

ながらという趣旨で、「保育ボランティア」も保育に限定したも

のではなくて、園全体という意味で、保育という部分も削除する

とか、そういった考え方でお願いできればということです。 

 

 はい、狩野委員。 

 

 はい。「ボランティア」という意味と「参加」という意味だと

見方が違って、ボランティアは自分にメリットがあってやること

ではなくて、他人に対してやること、自分には全然得が無くとも

で、参加というのは自分にプラスがあってやることなので、こう

いう場合であれば、例えば「保育参加やボランティアの機会を設

け」とか、もしくは「保護者の参加を」という意味合いで、どち

らかに決めてしまったほうが良いと思います。 

これだと、確かにわかりづらく、教育者みたいな意味合いにな

ってしまうので、少しこれだとおかしいのかなと思います。ボラ

ンティアのことを言いたいのか、保護者を参加させることを言い

たいのか、どちらなのかがわからないですね。 

 

 例えば、運動会のときに保護者の方にご協力をいただきながら

とか、そういった広い意味での園の活動に対するご協力という趣

旨でお願いできればと思います。 

 

 それであれば、「ボランティア」のほうが良いと思います。「保

育」は要らずに「ボランティア」のほうが良いと思いますね。も

しくは「保護者からのボランティアを」とか、完全にそういった

文言を入れてしまったほうが良いのではないですかね。 

「保護者からのボランティア」ですと、保護者限定になってし

まうかもしれませんけど、「保育ボランティア」というと、教え
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審 議 会 等 会 議 録 

発言者 会議のてん末・概要 
狩野委員 

 

鎌田委員 

 

 

 

 

 

 

狩野委員 

 

議長（西崎委員長） 

 

藤目委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
議長（西崎委員長） 

 

藤目委員 

 

 

 

 

 

学務課長 

 

 

 

 

 

ることのできる人を募っているように思えますのでね。 

 

 これは、親学。幼稚園の保護者にもっと学んでほしいという意

味ですよね。そういった意味で書いてあるとすれば、「保護者が

同年齢の幼児に触れ視野を広げる機会を増やす必要がある」の

で、幼稚園の教育に参加してほしいということですよね。ボラン

ティアという形で参加してくださいという意味だと思いますが、

「保育参加」だけでも良いのかなと思います。 

 

 そうですね。どちらを求めているのかがわからないですよね。 

 

 はい、藤目委員。 

 

 ここで言われているのは、鎌田委員がおっしゃったように、「保

護者への支援体制の充実」という中で、その親御さんの中で言わ

せていただきますと、ここで事務局がお考えになっている「保育

ボランティア」と「保育参加」は、園に通園させている保護者の

方をターゲットにしているという意味合いであれば、この「保育

ボランティア」は問題ないと思うのですよね。 

園の中であるならば、今、鎌田委員がおっしゃったように、誤

解を招く文言なのかなと思っているのですけれども、その辺を事

務局はどのようなイメージを持たれていますかね。「保育ボラン

ティア」と「保育参加」に分けた何かはあるのでしょうか。 

私は１つのものだという認識はしていましたけれども、そこの

ところはイメージ的にどうでしょうか。 

 

 これは、分けたというのは何か意味があるのでしょうか。 

 

 他の園から２園に対する子どもさんの保護者が園に行って保

育ボランティアをするのだというイメージを持っているのであ

れば、もう少し視野が広がっているイメージは取れるのですけれ

ども、いずれにせよ、保護者への支援体制の充実には違いないと

は思うのですけれども。 

 

 はい。特に、２つを区別するとか、区分するとか、そういった

意図ではなくて、言葉の使い方と言いますか、一般的なものとし

て「保育参加」という言葉であったり、あるいは「保育ボランテ

ィア」という言葉であったり、それを単に並べたと言っては失礼

ですが、そういうふうに言葉として並べたという意味でご理解を

いただければと思います。 
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学務課長 

 

 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

学務課長 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

狩野委員 

 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

 

 

藤目委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

藤目委員 

 

そういう意味では、「保育ボランティア」という括りに対して、

保育だけなのかというとわかりづらい面もあると思われますの

で、園運営全体への参加、そしてそれが結果として、保護者への

支援に繋がればという意味で、先ほどご指摘ありましたように、

例えば「ボランティア」の前の「保育」を削除するといった形で

の修正をさせていただければと考えているところでございます。 

 

 と言いますと、どういう表現があるのですか。 

 

 はい。「保育参加やボランティア」という表現になるかと思い

ます。 

 

 「保育」を取るということですか。 

 はい、狩野委員。 

 

 はい。おそらく「保育ボランティア」という言葉を作ってしま

うと、これは何ですかということになってしまうと思うのですよ

ね。ですから、今おっしゃったように「保育」を取ったほうが表

現としてはわかりやすいと思います。言葉を作ると、皆さんが初

めて聞く言葉となってしまいますのでね。 

 

 そうしますと、「子どもを育てていくという認識のもと保育参

加やボランティアの機会を設け」ということですかね。そういっ

たことでよろしいですか。 

 はい、藤目委員。 

 

 はい。もし事務局のほうでハードルが高くなければ、「ボラン

ティア」という言葉自身も誤解を招くことが多いのですよね。全

然そういったことに携わっていない人も入れるのか、できるのか

という誤解もありますので、保護者の方々に不安が出てくる可能

性もあるということを認識の１つに入れておくべきだと思いま

す。 

 そうであるならば、私はこの「保育ボランティア」という文言

自体も取って良いのではないかという意識もありますけれども。 

 

 「認識のもと保育参加の機会を設け」ということにするほうが

良いと。 

 

 そうですね。「機会を広げる」とか「充実をさせる」といった

言葉に変えたほうが、誤解もなくなるのではないかと思うのです
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藤目委員 

 

議長（西崎委員長） 

 

荒井委員 

 

 

 

 

 

 

学務課長 

 

 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

狩野委員 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

 

 

平澤委員 

 

けれども。 

 

 はい、荒井委員。 

 

 はい。今、なくしたほうが良いのではとおっしゃったのですけ

れども、「主な取組」の（２）のところに、「普段の保育活動に参

加し」と書いてありますので、「保育ボランティア」という言葉

をなくしたほうが、おそらくスムーズにいくのではないかと感じ

ていますので、もし差し支えなければ取ったほうが良いと思いま

す。 

 

 はい。何回も申し訳ないのですけれども、そういう意味で「ボ

ランティア」という言葉の使い方であれば、本当に広い意味で「保

育参加」という４文字で、いろいろな形での園との関わり、そし

て保護者への支援というふうにご理解をいただけるのであれば、

「保育参加」のみということで「保育参加の機会を設け」という

流れでの表現でいかがかなと思います。 

 

 はい。下の「主な取組」のところに「保護者が普段の保育活動

に参加し」とありますし、「保育参加」という言葉だけでも、内

容的には参加するという言葉だけで括ることができるだろうと

いうことで、「ボランティア」を取ってしまっても理解できると

いうことで、よろしいですか。 

 それでは、ここのところは「保育参加の機会を設け」というこ

とでお願いします。 

 ほかにございますか。 

 はい、狩野委員。 

 

 はい。33ページの真ん中にある「主な取組」の（２）のところ

で、「クラスの幼児と接したりできる機会を設定します」の「接

したり」は「接することができる」のほうがわかりやすくはない

ですか。 

 

 「様子を見たり、～接したり」というところですが、このまま

で良いですか。 

 ほかにございますか。 

 はい、平澤委員。 

 

 はい。幼児教育の問題なのですが、新しい幼稚園教育要領を意

識するのであれば、その改善事項の、例えば「幼児期の終わりま
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平澤委員 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

平澤委員 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

 

 

 

学務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

 

 

 

 

平澤委員 

 

 

 

でに育ってほしい姿」に変えるとか、あるいは幼稚園でもわが国

や社会における様々な文化や伝統に親しむこと、そういったこと

が充実されてきていますので、そういった文言を「施策の方向性」

や「主な取組」の中で入れられたらどうかなと思いました。 

 

 それは「現状と課題」の部分ですか。 

 

 それは「施策の方向性」も含めてですね。「現状と課題」は現

状ですので、これはもう直しようがないと思いますので。新しい

教育要領を生かしていくかというところで、関わってくるかと思

うのですが。 

 

 いかがですか。この資料の別刷りでいただいたもので、幼稚園

教育要領が出ておりますが、この辺は「現状と課題」で方向性と

いうものが、こういうふうに直したほうがいいですよ、こういう

ふうな方向でいったほうがいいですよといった観点が見えない

ということですが。 

 

 はい。新しい教育要領の関係でございますが、今回お示しして

いる案の中では、32 ページの一番下のところに、「幼稚園教育要

領の趣旨を踏まえた」という形で入れさせていただいておりま

す。 

ただ、ここは施策３の「教員の資質・能力の向上」という部分

での記載でございます。今の部分ですと、前の 31 ページになり

ますので、「施策の方向性」については、どういった場所にこの

新しい教育要領を入れたほうがより内容として充実したものに

なるかといったことについては、改めて検討させていただければ

と思います 

 

 はい。そういう観点からもう一度見直す部分を検討するという

ことでございますので、よろしくお願いします。 

 それでは基本目標１についてはよろしいでしょうか。 

 では、続いて、基本目標２は 37 ページからになります。ここ

は大分変わっております。ご意見を伺いたいと思います。 

 はい、平澤委員。 

 

 はい。「施策の方向性」を含め、いろいろな場面で、今回の学

習指導要領の目指す方向の指導方法としては、「主体的・対話的

で深い学び」の実現ということが随所に出てきているわけなので

すが、これとともに大きいのは、今までは「何のために学ぶのか」
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平澤委員 

 

 

 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

参事兼指導課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

平澤委員 

 

 

ということが中心だったのですが、それにプラスして、「何がで

きるようになるのか」という資質・能力面のことが強く打ち出さ

れているということがポイントだと思いますので、「何ができる

ようになるのか」ということを明確にした施策や取組があったほ

うが良く、あるいは、そういうふうな内容なのですが、それが見

えるように出していただいたほうが良いのではないかと思いま

した。 

 

 はい。今のご意見は、中身でいくと、どの辺に「何ができるか」

ということが表現されていますか。 

 

 はい。今ご意見にございましたように、学習指導要領の目玉が、

「何ができるようになるのか」という言葉なのですけれども、そ

の「何ができるようになるのか」に関しましては、学習指導要領

の中に書かれていますので、ここで久喜市が挙げることはないの

かなと事務局は考えております。 

 先ほどの「社会に開かれた教育課程」と同じように、目玉とし

て「カリキュラム・マネジメント」が出てきているわけですけれ

ども、このことに関しましても、説明すると長くなってしまうの

ですが、そもそもカリキュラム、教育課程を編成するのは校長の

仕事でございますので、教育委員会が校長に権限を委譲して実施

しておりますので、教育委員会からすると、校長が教育課程を編

成する上で、特に「カリキュラム・マネジメント」の視点から、

こういう視点を大事にしていただきたい、あるいは、教育委員会

もこういう視点を応援していきますよという形で、ここに記載し

ているつもりでございます。そういうふうに解釈していただけれ

ばと思います。 

 

 よろしいですか。この冊子が、久喜市全体の教育の在り方で、

学校をどうするかという基本になるような内容で、学校に対する

教育委員会の姿勢、それから、一般市民に対しても教育委員会で

はこういうふうに教育を展開していますよということで、それぞ

れの学校では何をどのようにということを、具体的に計画を立て

て実施するという観点から、このように表現したということです

が。 

 はい、平澤委員。 

 

 はい。敢えてその文言を外したとか、教育課程を編成するのは

校長の仕事だからというような考え方に終始するような議論を

突き詰めていくと、こういう計画も必要が無く、教育委員会も要
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平澤委員 

 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

藤目委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
議長（西崎委員長） 

 

 

 

 

 

安田副委員長 

 

 

らないのではないかということになるのではないのですか。 

 わざわざ書かないということを度々申し上げているようです

が、それではこの策定委員会で検討することが意味をなさないと

思います。わざわざ書かないのだということが前提にあって議論

することに意味があるのかということです。 

 

 はい。その辺は、事務局はどうでしょうか。 

 はい、藤目委員。 

 

 はい。個々の意見はそれぞれとして、委員として言わせていた

だきますが、教育指導要領というのは非常に難しい内容でして、

私たちもなかなかわかりません。そういうものを教育振興基本計

画の中に敢えて入れていくというのは、私個人的には違和感があ

ります。それだけ申し上げておきます。 

ですから、教育委員会では敢えてそういうようなものを入れな

いという、誤解はあるのかもしれませんが、入れる必要があるの

かどうかということは精査した結果だと思うのですね。一般の市

民の方々がこれを読んだときに、教育指導要領が云々といったと

きに、逆に難しさのあまり読まないということもあると思うので

すよ。これは読んでもらうべきで、この基本計画のあとに、実施

計画もありますし、そういうもののなかで盛り込んでいくという

ことを、一番初めの会議の席上で事務局からお話があったわけで

すから、そういった形で精査していくのが一番大事かなと思いま

す。 

今、平澤委員さんが「教育委員会は要らないのではないか」と

いう非常に大変なご発言をして、びっくりしたのですけれども、

それは個々の委員さんのお考えだと思うのですけれども、私は敢

えてここにそういう文言を入れる必要はないのではないかと、少

なくともこの教育振興基本計画において入れる必要性は感じま

せんということを、委員長に申し上げておきます。 

 

 はい。久喜市の教育はこういう方向で進んでいますよというこ

とが、市民にある程度わかるような形を取るとすれば、この学習

指導要領を基に、一般市民に理解していただくという意味では、

こういう内容でよろしいのではないかということです。 

 はい、安田副委員長。 

 

 はい。また話を元に戻してしまいますけれども、「主体的・対

話的で深い学び」というのが学習指導要領の言葉と言いますか、

キーワードになっている言葉ですよね。 
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安田副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

安田副委員長 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

 

 

参事兼指導課長 

 

 

 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

 

 

 

 

 私は、そちらよりもどちらかというと「何ができるようになっ

たか」のほうがわかりやすいのではないかなと思うのですけれど

も、ただ付け加えても良いのではないかなと思います。 

 先ほどの敢えて外したという言葉に対してですけれども、37

ページの下のほうに、「主体的・対話的で深い学び」というよう

に、いろいろと言葉が踊っていますけれども、こういうのも１つ

のキーワードであり、「学びの改革」なども出ていますけれども、

こういう文言が入っているならば、学習指導要領の言葉を入れて

くださいというわけではないのですけれども、先ほど委員から出

ました「何ができるようになるか」という事業がこれからは大切

なのですよという部分は非常に大切な柱かなという気はします。 

 

 はい。そうすると、その文言をどこかに入れるということです

か。 

 

 もし可能であればという話なのですけれども、例えば「施策の

方向性」ですとか、そういった部分ではそういうのが授業として

は大切なのではないかという部分では「施策の方向性」なのかな

という気がしますけれども。 

 

 「施策の方向性」の中で、「主体的・対話的で深い学び」とい

う言葉が入っていますが、「何ができるか」という追求、学習方

法という内容についてはどこかに入れたほうがよろしいのでは

ないかということですが。 

 

 はい。今、安田副委員長さんがおっしゃったように、施策の方

向性と言いますか、これからの授業の在り方として何がわかる

か、何ができるようになるか、いわゆる授業で言えば、ねらいで

あるとか目標を明らかにして、子ども主体的に取り組むことを大

切にした授業を展開してくださいよ、そういう授業を取り組むこ

とを基本にということであれば、今おっしゃったように、「施策

の方向性」の中に盛り込むことは可能だと思います。 

 

 文言については、「施策の方向性」の中で、「主体的・対話的で

深い学び」と関わるような、わかる授業をということで、いろい

ろなところで文言を付け加えていけば良いのではということで、

よろしいですか。 

 はい、板東委員。 
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板東委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 はい。久喜市の教育をどのように進めていくかというのが、こ

の教育振興基本計画でありますので、国の子どもたちの力をどう

付けていくかという方向に沿わない、そういう久喜市の振興計画

は有り得ないと思います。それで、改訂の年度を迎えまして、学

習指導要領の中身がどうなっているかということをこれから読

み解いていかなくてはならないと思うのですが、その背景では、

子どもたちが学校で習っていることが、教えていることが時代の

変化によって通用しなくなってしまうのではないか、あるいは、

人工知能等が出てきて、職業的なものも子どもたちが一生懸命頑

張ってきているのも、子どもたちに必要な職業がなくなってくる

としたら、子どもたちに今必要な資質や能力とは何かということ

をきちんと明確にしていくべきであろうと思うのですね。 

それでもって、学習指導要領があるわけであります。その中で、

どのような方向に進んでいくのかという今回の改訂はその変化

の激しい時代にあって本当に子どもたちに必要な資質や能力は

何なのかということを問い直しされているのだろうと、私は読み

ました。 

それにあたって、ここではどのように進めたら良いのかという

ことに１つに、「主体的・対話的で深い学びを実現していきます」

という「学びの改革を推進していきます」ということであります。 

具体的にどうするかということは、これから研究会等で進めて

いかれるかと思うのですが、38ページに書かれています「主な取

組」の２の中で、「「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた

「学びの改革」の推進」という１行は非常に重いなと、難しいな

と思っています。でも、よく読み解いていきますと、私たちが長

い間積み重ねてきた教育方法とか教育内容とか、そういう普遍的

なものは根本的には変わっていないのだと、ただ表向きのキーワ

ード的なものがいくつか出てきているのですけれども、根本は変

わっていない、そういうものをきちんとしながら教育を進めてい

かなくてはならないのだということが、この資料に書かれている

のですよね。 

特に、いただいた資料の真ん中あたりで大事だなと思いました

のは、小中学校においてはこれまでと全く異なる指導方法を導入

しなければならないと、浮き立つ必要はなく、これまでの蓄積を

若手教員にもしっかり引き継ぎ授業を改善する必要があるとい

うことも謳われております。この１行の下にきちんと付随してく

るものを教育委員会と各学校等でよく読み解いていただいて進

めていく必要があろうと思います。 

従って、これは大事な文言になろうと思いますので、指導要領

云々ではなくて、久喜市の教育がどのように進んでいくかという
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板東委員   
議長（西崎委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
平澤委員 

 

 

 

 

 

 

 

参事兼指導課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

大事な指針になりますので、よく重きを置いていただきたいなと

考えております。 

 

 はい。指導要領等の改正のポイントを、この中の内容としては、

２のところで挙げておりますが、年度ごとの実施計画の段階で、

具体的なものは出てくるだろうと思いますが、指導要領の趣旨の

説明の徹底を図るとか、具体的な授業の在り方をどうするのか、

というのは年度ごとの実施計画の中におそらく導き出されると

思いますので、そこまで踏み込むことはないかと思いますが、い

かがでしょうか。この表現で良いものと捉えてよろしいのかなと

思います。 

先ほどの「何ができるか」というあたりの文言が施策のほうで

入れてみるとか。 

現在の指導の在り方というのは、そんなに変わらないのです

よ、こういう点を強調して指導してくださいよというのは、実施

計画の中に盛り込んでいくといくということでよろしいでしょ

うか。 

大変重要なことなので、今年からそれが始まっていると思いま

すので。 

他にございますか。 

はい、平澤委員。 

 

 はい。39ページのところなのですが、中学校では「ＡＬＬ Ｅ

ＮＧＬＩＳＨ」という言葉が一般的なのかどうか。おそらくこれ

は英語では使っていないでしょうし、和製英語なのか、あるいは

この「ＡＬＬ ＥＮＧＬＩＳＨ」というのを、久喜市がスローガ

ンとして使っているのか、その辺が明確でないのと、もし久喜市

だけであれば、カギ括弧を付けて表記したほうが良いのではない

かと、少し疑問が残りました。 

 

 はい。特に、この言葉にこだわるわけではないのですけれども、

もしわかりづらいということであれば表記の仕方を変えたいと

思います。教育委員会をはじめ、市長部局のほうでも、学校の中

でこれからの時代を担う英語教育の重視ということは、市長の公

約にも掲げられておりますので、中学校の学習指導要領でも、中

学校では「ＡＬＬ ＥＮＧＬＩＳＨ」を目指すということになっ

てきていますので、「ＡＬＬ ＥＮＧＬＩＳＨ」がわかりづらい

ということであれば表記を変えていきたいなと思いますが。 

 

 指導要領にもこの言葉が使われているわけですか。 
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参事兼指導課長 

 

 

平澤委員 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

参事兼指導課長 

 

議長（西崎委員長） 

 

板東委員 

 

 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

安田副委員長 

 

 

 

 

参事兼指導課長 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

板東委員 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

 

 いえ、使われてはいないと思います。確認はしておりませんの

で。 

 

 学習指導要領では、授業は英語で行うことを原則とする、基本

とするということだけですね。 

 

 この言葉は少し考えていただきたいと思います。 

 

 はい、わかりました。 

 

 はい、板東委員。 

 

 はい。もう１つ文言なのですが、37ページで少し気になったの

ですが、「現状と課題」の３つ目で、「本格的に知識基盤社会が到

来していることから」とあるのですが、この「到来していること

から」というのが少し受身的に感じるものですから、そこが「本

格的な知識基盤社会において」と書き直すのは早すぎますか。そ

の点のご判断をお願いしたいと思います。 

 

 はい。文言の表記方法ということですが、いかがですか。 

 

 この辺の文言の整理は、事務局にお任せするということは駄目

なのでしょうか。どちらでも良いというわけではないですけど、

こだわれば大きいことかもしれませんけれども、もしよろしけれ

ば事務局さんにお任せするという提案はいかがかなと。 

 

 お任せということですと、このままになってしまいますので、

委員さんのご意見をお聞かせいただいて、変えたほうが良いとい

うことであれば変えたいと思いますので。 

 

 確かに、「本格的に知識基盤社会が到来」という文言は残した

いですよね。そういう社会に来ているのだということで。 

 

 もう既に到来でなくて、知識基盤社会になっているという認識

は早いのですね。 

 

 これは、皆さんのこの表現で良いという方と、直したほうが良

いという方と、幾分捉え方に違いがありますので。 

 はい、平澤委員。 
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平澤委員 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

狩野委員 

 

 

 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

狩野委員 

 

議長（西崎委員長） 

 

藤目委員 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

参事兼指導課長 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

萩原委員 

 

 

 

 

 

 

 

 はい。これは、助詞１つだけで良いのかなという気もしますが、

「本格的に」でなくて「本格的な知識基盤社会が到来している」

という意味くらいではどうでしょうか。 

 

 はい、狩野委員。 

 

 はい。この策定する計画は５年間使われる表現であると思いま

すので、先ほど板東委員が言ったような、もう来ているというこ

とを前提に話したほうが、５年後にこのことについて見たときに

古い表現に感じてしまうのかなと思いますので、前向きな表現な

ほうが良いのではないかと思います。「到来しているから」では

なくて、今現状に来ていることはわかっていることを前提に言葉

を使ったほうが良いかと思います。 

 

 到来ではなくて、もう来ているという考え方ですかね。 

 

 そのほうが、５年間使うわけですよね。 

 

 はい、藤目委員。 

 

 今はもう到来という言葉は使わないですよ。もう来てますから

ね。ですから、それは外してしまったほうが、時代が来ています

からね。 

 

 すると、「本格的な知識基盤社会において」という形でしょう

かね。 

 

 はい、わかりました。 

 

 ほかにありますか。 

 はい、萩原委員。 

 

 47ページから 49ページの施策５の関係で、特に 47ページの上

から３つ目に、いじめ、不登校関係があるのですけれども、文科

省のほうでは「学校いじめ対策委員会」という制度を出していま

すけれども、その辺の文言がここには無いので、やはり対策委員

会を触れるよりも、具体的な内容で言っていると解釈してよろし

いのかなというのが１つお聞きしたいことと、それから、施策の

中の１つとして、いじめ対策関連事業ということで、平成 25 年



― 31 ―  

様式第２号（第５条関係） 
審 議 会 等 会 議 録 

発言者 会議のてん末・概要 
萩原委員 

 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

参事兼指導課長 

 

 

 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

 

参事兼指導課長 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

 

 

 

佐々木委員 

 

 

 

 

 

 

学務課長 

 

 

 

度に文科省から出ている中に、スクールカウンセラーとか、スク

ールソーシャルワーカーとか、いろいろ載っていますけれども、

特に、そのスクールカウンセラーに関しては全校設置となってお

りますが、その辺の状況がどうなっているのかが少し知りたいな

と思います。 

 

 はい。「いじめ対策委員会」というのは、もう設置されている

のですよね。 

 

 はい、設置されております。年２回開催しております。次回は

６月に開催しますが、その文言が抜けておりますので、少し踏み

込んでいきたいなと思っております。 

 それから、今お話に出ましたスクールカウンセラーですが、全

校配置になっております。あとは、久喜市としてスクールソーシ

ャルワーカーですとか、心理専門員等も、この対応として設置し

ているところでございます。 

 

 はい。48 ページに書かれている内容ですよね。「いじめ対策委

員会」については、施策のほうで述べるということでよろしいで

すかね。 

 

 はい。そちらのほうで述べさせていただきます。 

 

 はい。ほかによろしいでしょうか。 

それでは、ほかになければ、先に進みまして、続いては、基本目

標３ですが、54ページから 64ページまでで何かご意見ございま

すか。 

はい、佐々木委員。 

 

 はい。58 ページの「主な取組」で、「防犯対策の充実」のとこ

ろですが、私の読み取り方が違うのか、（１）は小学校への安全

監視員の配置なので、「児童生徒」としていますが、ここは「児

童」だけでよく、（２）の下校時は小中学校に関係することなの

で、「放送を実施し、児童の」の後ろに「生徒」を入れるべきで

はないのかなと思ったのですが、いかがでしょうか。 

 

 はい。（１）のところには、「児童生徒」と入れたところなので

すが、安全監視員は小学校安全監視員ということで、小学校のみ

ですけれども、ここは文章を「～や～」で結んでしまっているの

ですが、防犯カメラのほうが中学校も含めるといった意味合い



― 32 ―  

様式第２号（第５条関係） 
審 議 会 等 会 議 録 

発言者 会議のてん末・概要 
学務課長 

 

 

 

 

佐々木委員 

 

 

 

 

 

学務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐々木委員 

 

 

 

 

学務課長 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で、このような表記にさせていただきました。 

 また、（２）のほうですが、「児童の下校時・帰宅時」というこ

とで、これは「児童」の後ろに「生徒」を付け加えさせていただ

ければと思います。ありがとうございます。 

 

 あともう１つ教えていただきたいのですけれども、次のページ

の４番の「放射線量の測定」のところで、「小学校７校の」とあ

るのですけれども、この７校の意味がちょっとよくわかっていな

くて、残っているのが７校ということですか、あるいは、指定さ

れている７校があるのですか。 

 

 はい。この放射線量の測定という部分でございまして、ここで

は「関係課と連携しながら」ということを入れさせていただいて

おります。具体的には、市長部局の環境課という部署になるので

すが、そちらのほうで学校の中で土壌の数値が高かったというこ

とで、７校をピックアップしまして、この７校のみならず、例え

ば公園などもあるのですけれども、教育に関する部分ということ

で、学校は７校とありますので、そういった教育に関する部分と

してこういう書き方をさせていただきました。 

 

 そうしますと、ここに「７校」と入りますと、保護者としては、

どこなのとか、全部やらないのとか、あらぬ疑惑を巻き起こしそ

うなので、「小学校の校庭の」でよろしいのではないでしょうか。

「小学校等の」とかでいかがでしょうか。 

 

 そういった誤解が生じるということであれば、環境課とも協議

をさせていただきますが、そのような考え方で進めていければと

考えております。 

 

 これは、担当課と相談しながら、特定するか、しないかという

ことで、「小学校の校庭」という表現を取るかどうか、その方法

を検討してください。 

 ほかにございますか。 

 なければ、その次の基本目標４で、人権に関わる内容ですが、

65ページから 69ページまでです。ここの部分の内容については、

前回と変わっていないようですが、よろしいでしょうか。 

 

〔発言する人なし〕 
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議長（西崎委員長） 

 

         
議長（西崎委員長）    
平澤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

 

平澤委員 

 

 

 

議長（西崎委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 なければ、次の基本目標５に進んでもよろしいですか。 

 基本目標５は、生涯学習に関わる内容で、ここでは施策２が新

たに加わりました。今までは、施策２と明記されないで、項目が

あちらこちらに入っていたのですが、それをここに施策２という

ことでまとめて、今までも実施している内容であります。 

 東京理科大の関わりもありますので、その辺のところが若干い

ろいろなところで出てきます。 

 何かございますでしょうか。 

 

〔発言する人なし〕 

 

 なければ、その次の基本目標６ですが、82ページから 88ペー

ジまでの内容について、何かございますでしょうか。 

 はい、平澤委員。 

 

 はい。言葉として出てきましたので、お願いと言いますか、提

案なのですが、固有名詞などにはなるべくルビを振っていただけ

れば間違いないかなと思います。例えば、86ページの「主な取組」

の３の「鷲宮催馬楽神楽」というのは、久喜市の人は読めるかも

しれませんが、初めての人はなかなか難しいのではないかと。で

すから、ほかの用語もそうなのですが、少し精査していただき、

ルビがあったほうが良いなというものには振っていただきたい

なと思います。 

 

 はい、特殊な読み方のものについてはルビを付けていただいた

ほうがよろしいのかなということですが、あとそれに関わるもの

として何かありますか。 

 

 そうですね。「吉田家水塚」というものがあります。「みづか」

と読む人もいますし、「みつか」と読む人もいますし、久喜市で

はどちらで読んでいるのかわからないのですが。 

 

 特殊な名前、特別な読み方があるところについては、ルビを振

っていただきたいと思います。 

 ほかにございますか。よろしいですか。 

 なければ、続いては、基本目標７で、89ページから 93ページ

までですが、これも前回と変わっていないのですが、内容として

は、マラソン大会というのが追加で載っていますね。 

 よろしいでしょうか。 
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議長（西崎委員長）               
議長（西崎委員長） 

            
議長（西崎委員長）          

〔発言する人なし〕 

 

 大変長い時間を掛けまして、基本目標の１から７まで審議して

いただいたわけですが、文言等の整理等や表現の仕方については

事務局のほうで全体を通して見直しということでお願いできれ

ばと思います。 

 それから、先ほどのご意見の中で、もう少し文言を加えたほう

が良いだろうということについては、その部分を入れていただけ

ればと思います。 

 それでは、その次の「計画の推進に向けて」ですが、これは新

しく提示をしていますが、95ページですが、これは前回の第１期

の計画には（２）の「久喜市総合教育会議」というのがありませ

んでしたが、今回はここに入ってきています。 

 よろしいでしょうか。 

 

〔発言する人なし〕 

 

 なければ、続いて、「資料編」ですけれども、これはまだペー

ジが確定しておりませんから入っていません。それから、新たな

言葉として入れたもの、あるいは、文言の整理したものというこ

とで、解説を作っております。 

 ここで何か気付いたことはありますか。 

 なければ、この「資料編」の中には、第１期のところで出てお

ります、「策定委員会条例」と「策定委員会委員名簿」、それから

「計画策定の経過」が入ります。それから、「アンケート調査の

概要」ということで、前回と同じような構成が入ってくるという

ことになります。 

 

〔発言する人なし〕 

 

 なければ、この第２期の教育振興基本計画（案）については以

上とさせていただければと思います。 

 先ほどいくつか修正するものもありましたけれども、まとめて

事務局のほうで整理していただいて、次回はパブリック・コメン

トを７月くらいに出す予定があるようですので、その前に最終的

な、パブリック・コメントに出す最終案について、またこの策定

委員会で審議していくというふうに考えております。 

 よろしければ、この議題については終了とさせていただきま

す。 

 よろしいでしょうか。 
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事務局（教育総務課

長）           
議長（西崎委員長） 

 

 

   
教育総務課長 

 

 

 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

  

 

〔「はい」と言う人あり〕 

 

 ありがとうございます。 

 続いて、その他でございますが、委員の皆さんから何かござい

ますか。 

 なければ、事務局のほうからお願いいたします。 

 

 本日はありがとうございました。 

 第５回の策定委員会につきましては、６月中旬から下旬ごろを

予定してございまして、早急に日程調整をいたしまして、なるべ

く早く、皆さまにお知らせしたいと考えております。 

また、先ほど委員長さんからもお話がありましたが、第５回の

策定委員会では、７月上旬から１ヶ月間のパブリック・コメント

を行う予定でおりますことから、本日ご審議いただいた内容と、

並行して動いております久喜市総合振興計画との調整、それらを

踏まえまして再度の見直しをした、パブリック・コメント実施前

の最終案をご審議いただきたいと考えてございます。 

よろしくお願いいたします。 

 

 はい。ありがとうございました。 

 以上で、本日の議題は全て終了させていただきます。 

 ここで、議長の職を解かせていただきたいと思います。ご協力

ありがとうございました。 

この後は、事務局のほうで進行をお願いいたします。 

 

 西崎委員長、どうもありがとうございました。 

 それでは、閉会にあたりまして、安田副委員長よりご挨拶をい

ただければと存じます。よろしくお願いいたします。 

 

〔安田副委員長 あいさつ〕 

 

 安田副委員長におかれましてはご挨拶をいただきましてあり

がとうございました。 

 委員の皆さまにおかれましては、長時間にわたりましてご審議

をいただきまして、誠にありがとうございました。 

 本日の日程は以上を持ちまして、すべて終了いたしました。 

ご協力ありがとうございました。 
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会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためここに署名する。 

平成２９年 ６月 ９日 

 

 

久喜市教育振興基本計画策定委員会   

  

委員長  西崎 道喜 

   


